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4. 付加価値税 (VAT)

5. 外国契約者税 (FCWT)

6. 貿易及び税関

7. 注目ニュース：経済産業省主導による海外サプライチェーン多元化等支援事業の概要
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税務行政

(ii) 下半期の計画：

• 徴税目標：国家予算の徴税目標を達
成するために高い目標を設定します
（2020年の計画の約55％）。

• 税務調査：フィールドワークによる
調査に代えて、税務当局内での調査
に注力し、残りの計画（2020年の
計画の約68％）を達成するために高
い目標を設定します。

• 税務政策：改正税務管理法（2020年
7 月 1 日 よ り 発 効 さ れ る 法 第
38/2019/QH14号）の指針書や、税
金債務の管理・回収に関する指針書
の作成に注力します。

(GDTによる2020年上半期の徴税実績
及び下半期の計画にに関する報告)

NEW REGULATIONS

決議第116/2020/QH14号及び小規
模の事業者に対する2020年の法人
所得税を30％減税する政令草案

小規模企業に対し、Covid-19の影響に
よる困難を乗り越え、生産・事業活動
の維持・回復ための追加財源を適宜に
支援する政策の策定を目的として、
2020年6月19日、国会は企業、協同組
合、非事業単位、その他の組織に対す
る2020年の法人所得税（CIT）の減税に
関する決議を可決しました。

また、財務省は7月上旬に国会の決議の
施行を詳述した政府の政令草案を発行
しました。この草案では、減税対象と
なる所得の確定、仮納税と確定申告、
減税手続について規定され、内容は以
下のとおりです。

- 2020年の総売上高が2,000億VND未満
の事業者に対し、2020年の法人所得税
の30%を減税する

- 事業者自身が四半期申告時の予定納
付の支払と2020年度の確定申告時の税
金支払いの際、減税額の算定を行う。

- 税務当局は事業者に対し、減税の承
認を通知する必要はありません。

GUIDANCE RULINGS

外 国 契 約 者 に 対 す る 政 令 第
41/2020/ND-CP号における納税期
限の延長

政令第41/2020/ND-CP号に基づく納税
期限の延長について、税務総局は以下
の内容で指針書を発行しました。

ベトナムで事業を行う組織、個人が製
品やサービスの購入者であり、外国契
約者に代わり、税務義務を負う場合、
支払われる税額は、税金および土地賃
料の支払期限の延長に関する政府の
2020 年 4 月 8 日 付 の 政 令 第
41/202020/ND-CP号における納税期限
の延長の対象ではありません。

(GDT発行の2020年6月18日付のオフィ
シャルレター第2491/TCT-CS号)

TAX PERFORMANCE

2020年上半期の徴税実績に関する
税 務 総 局 （ GDT ） の 報 告

(i) 上半期の結果:

Covid-19の影響により、徴税が計画

比でマイナスであり、また、税務調
査の結果も低調です。具体的には以
下のとおりです。

• 徴税総額：574兆2,370億VNDであ
り、これは計画の45.8％に相当
（近年の結果の中で最も低調な結
果）し、前年同期比で3.9％減少

しています。

• 税務調査：29,280社の対象企業で
実施され、目標の31.67％に相当
－これは前年同期比で7.16％減少
しています。徴収額は28兆9,405億
5,000万VNDの増加、移転価格調査
に関しては72社の対象企業で実施

され、それに伴う徴収、還付、罰
金に係る処分額が2,125億5,000万
VND増加しています。



Tax & Customs Newsletter | July 2020 | Page 3

Contact us
Website: deloitte.com/vn
Email: deloittevietnam@deloitte.com

For reference only, not for distribution or sale

個人所得税 (PIT)

GUIDANCE RULINGS

ベトナム国籍を有する者はODA専門家に
対する個人所得税(PIT)の免除措置の対象
外

2020年6月10日、税務総局は個人所得税政策に
関するオフィシャルレター第2352/TCT-DNNCN

号を公布しました。

これに伴い、ベトナム国籍を有する専門家で
あり、ベトナム国内のODA事業に従事する者は、
個人所得税が免除対象ではありません。給与
所得から発生する個人所得税の免除は、ODA事

業に従事する外国人のみに適用されます。
COVIDに感染していない外国人納税者は個
人所得税確定申告書の期限内提出が必要

2020年6月12日、税務総局はビンロン省税務局
に対し、個人所得税の確定に関す る オフィ
シャルレター第 2396/TCT-DNNCN 号を発行し
ました。

これに伴い、Covid-19 パンデミックの感染地
域内に居住しているが、感染していない外国
人納税者は個人所得税確定申告書の提出の延
期条項を規定する財務省による 2013年11月6

日付の通達第156/2013/TT-BTC号の第4条第10

項及び2015年2月27日付の通達第26/2015/TT-

BTC号の第5条第2項に該当しません。
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法人所得税 (CIT)
サービス利用のためにGRAB割引コードを
購入する際の領収書の発行と損金算入の
判定に関する2020年6月23日付のハノイ
税務局発行のオフィシャルレター第
55967/CT-TTHT号

2020年6月23日、ハノイ税務局は、サービス利
用のため、GRABの割引コードを購入する際の
領収書の発行と当該費用に関する損金算入の
判定に関するオフィシャルレター第55967/CT-

TTHT号を発行しました。

これに伴い、株式会社GRABは運送、郵便、配
送等のサービスにおいて使用する割引コード
を提携先に提供する契約を締結する際には、
正当な領収証を発行しなければなりません。

同時に、GRAB割引コード購入や当該サービス
の使用に係る諸費用が正当な領収書や書類が
十分に整備されない場合、法人税課税所得計
算上、損金不算入となります。

GUIDANCE RULINGS

付加価値税 (VAT)
グーグル、アップル経由で提供されるオ
ンラインゲームサービスに課される付加
価値税（VAT）

ベトナム企業がグーグルやアップルを通じて
オンラインゲームサービス（文脈上は海外の
個人または企業向けのサービス提供）を提供
する場合、このようなサービス提供はベトナ
ム国内で行われているとみなされ、輸出サー
ビスに対する付加価値税率（VAT）0％の適用
を享受することはできません。その代わり、
付加価値税率10%が適用されます。

(2020年6月3日付の税務総局によるオフィシャ
ルレター第2270/TCT-CS号)

GUIDANCE RULINGS
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外国契約者税
(FCWT)

GUIDANCE RULINGS

海外固定資産購入に関するコンサルティ
ング料に課される外国契約者税（FCWT）

通達第103/2014/TT-BTC号に基づき、ベトナ
ム企業が海外サプライヤーの調査や海外サプ
ライヤーと固定資産購入の契約を締結する際
に、海外での法務面のコンサルティングやサ
ポートまたは、その他の関連業務の支援のた
め、外国企業（外注業者）を使用する場合、
企業が当該外国企業に支払う費用に対し、外
国契約者税（FCWT）（付加価値税及び法人所
得税を含む）が課せられます。

固定資産の購入に直接に関連する外国企業に
支払った費用は、通達第45/2013/TT-BTC号の
規定に基づき、固定資産の取得原価に計上さ
れます。

(バクニン省税務当局による2020年6月22日付
のオフィシャルレター2072/CT-TTHT号)

海外企業がベトナムでサービスを購入し、
顧客である第三者へサービスを提供し、
それに対応する収益を稼得する場合、外
国契約者税（FCWT）の対象

海外企業がベトナムでサービスを購入し、顧
客に会員特典として追加提供する場合、税務
当局は当該サービスの利益原則に応じて、そ
れに対応する収益が外国契約者税（FCWT）の
対象となるか否かを判断します。

現行の規制によれば、外国契約者税（FCWT）
は外国企業がベトナム国内で稼得した収益
（通常は物品・サービスの販売者として活動
する）のみに課税されます。しかし、今回の
ケースでは外国企業が購入者として活動し、
ベトナムで購入したサービスを第三者の顧客
に提供することを通じて収益を稼得すること
ができれば、外国契約者税（FCWT）の課税対
象となりえます。

(税務総局による2020年6月23日付のオフィ
シャルレター第2750/TCT-CS号)

オンライン英会話コースを提供すること
で得られる収入に課せられる外国契約者
税（FCWT）

ベトナム企業が外国企業とベトナムでのオン
ライン英会話コースを提供する契約を締結し
た場合には、当該サービスから外国企業が稼
得する収益は外国契約者税（FCWT）の対象と
なります。

- 政令第71/2007/ND-CP号に基づき、当該
サービスがソフトウェアサービスと判断され
た場合、当該サービスはVAT免除の対象となり
ます。

- 外国契約者が得る当該所得がロイヤリティ
からの所得である場合、法人所得税の税率
10％に該当します。

(ハノイ市税務当局による2020年6月12日付の
オフィシャルレター第51237/CT-TTHT号)
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貿易及び税関

NEW REGULATIONS 

Covid-19パンデミック後、企業を支援す
るための税関によるアクションプランに
関する決定

税関総局は、行政改革を加速させ、Covid-19

パンデミック中及びその後の輸出入活動で企
業をサポートする目的でアクションプランを
発行しました。注目すべき点は以下のとおり
です。

- 2020年の税関申告者に対する法令順守状
況の調査及び評価を一時的に延期し、特に専
門的な検査と税関事後監査（PCA）は、違反の
兆候に基づいてその違反が明確である場合の
み、実施されます。

- Covid-19パンデミックの影響で生産や事業
が困難であるため、企業が調査や監査の延期
を求める要請や説明があった場合、管轄税関
当局の所長は当該ケースを個別に検討し、決
定することになります。

- 通達第47/202020/TT-BTC号に基づく、180

日以内のC/Oの提出期限に関する規定は、
2020年1月23日から登録される申告書に対し、
遡って適用されることが強調されています。

この決定は2020年6月19日から発効します。

(税関総局による2020年6月19日付の決定第
1616/QĐ-TCHQ号)

GUIDANCE RULINGS

FDI企業のみなし輸出入（On-spot 

import/export）

外資系企業のみなし輸出入活動は、2007年4月
4日付の通達第Circular 04/2007/TT-BTM号に
基づき、以下の条件の下で実施されます。

• FDI企業によるベトナムで生産した物品のみ
なし輸出について

‒ 輸出契約には外国事業者により指定された
ベトナム国内の場所への貨物の引渡しが明
記されます。

‒ ベトナムの輸入者は、みなし輸出者である
FDI企業と商品購入契約を締結した上記外国
事業者との間で輸入契約を締結しなければ
なりません。

• 固定資産又は生産資材の形成のための機械
装置、工具又は備品のみなし輸入について

‒ 輸出契約には外国事業者により指定された
ベトナム国内の場所への貨物の引渡しが明
記されます。

‒ みなし輸入を行うFDI企業は、前述のみなし
輸出者の商品を購入する契約を締結した上
記外国事業者と輸入契約を締結しなければ
なりません。

(ホーチミン市税関による2020年6月15日付の
オフィシャルレター第1758/HQHCM-GSQL号)

企業は賃貸した機械を再輸出する際の残
価を自己決定する必要がある

政令第134/2016/ND-CP号の第35条第1項に基
づき、納税者は再輸出段階で関税還付申請を
行う際に、会計法に基づいて商品の関税評価
額を自己で決定し、申告する責任を負うこと
となります。企業が商品の関税評価額を決定
できない場合、税関当局は規則に基づいて決
定することとします。

(税関総局による2020年6月19日付のオフィ
シャルレター第4170/TCHQ-TXNK号)
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貿易及び税関

OTHER GUIDANCE RULINGS

その他、以下のトピックについて、オ
フィシャルレター等で税務当局の見解が
発行されています。各トピックの詳細に
つきましては、個別にお問い合わせくだ
さいますようお願い申し上げます。

1. 貿易救済の免除に関する決定

2. 通関後の追加申告が認められないケース

3. 輸入品の納税期限の延長はない

4. 一時的な輸入から再輸出、仲介貿易、また
は保税倉庫での保管を目的とした商品取引
における輸出入のための国境検問所

5. 直接委託のサポーティング書類

6. VNCUFTA下の優遇輸入関税率を享受する
ために、コードB24の申告

7. 税関当局はC/Oを拒否する理由を通知しな
ければならない

8. CPTPP協定の下のC/Oの申告

9. 輸出品のVAT還付には、商業インボイ
スを使用することが可能

10. 包装済みの材料のラベリング

11. 輸入自動車部品に適用される優遇輸入
関税率は2020年初旬から適用される

12. 非関税地域内の企業に提供されるサー
ビスには、付加価値税率0％が課せられ
る

13. 鉄道開発事業向けの輸入関税免除の条
件

14. 電子税関申告書の現物書類の提示

15. ローテーション商品を含むコンポネン
トの一時的な輸出から再輸入

16. 税務管理法に基づく法定書類の適用
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注目ニュース

日本の経済産業省が公表した海外サプライチェーン多元化等支援事
業に関して、当該事業全体の大枠の概要並びに既に終了した第1公募
の内容について以下の通り、要約いたしました。なお、当プロジェ
クトについては、支援企業終了期間迄、複数の公募が行われるもの
と推察されますが、各公募毎の対象事業・要件の詳細は、都度、公
表されるものと思われ、詳細については経済産業省及びジェトロの
方に確認頂く事をお勧めいたします。

１．海外サプライチェーン多元化等支援事業の目的・対象・支援事
業並びに期間

（１）支援事業の目的及び対象

新型コロナウィルス感染症拡大に伴う日系企業のサプライチェーン
分断が発生した為
日系企業の製造拠点が特に集中するアジア地域において、生産の多
元化を行い、日本とアセアンの経済協力関係を強化する事を目的と
した日本の経済産業省主導の事業です。なお、同支援事業の対象は、
製品・素材・原材料の海外製造拠点の複線化及びサプライチェーン
強化に向けた設備導入・実証事業・事業実施可能性調査等が含まれ
ます。

（２）支援事業の予算及び期間

同支援事業に対して、令和2年度補正予算により、235億円の予算が
拠出されており、期限は2025年3月31日となっています。(特別枠は
2023年3月31日迄となっています)

※特別枠に該当する事業は、毎回の公募毎に公表されるものと推察
されます。

２．海外サプライチェーン多元化等支援事業第1次公募の概要

同支援事業は、複数回に渡って公募が行われます。各公募の公表時
にその回の公募の条件・対象事業等の詳細が発表される事が予想さ
れます。現時点では、まだ第2回目の公募が公表されていない為、以
下、第1回目の公募の条件や支援事業について経済産業省が公表する
情報を纏めて報告いたします。

（１）補助対象事業者、対象事業並びに補助申請額

① 同支援事業の補助対象者
日本に拠点及び法人格を持ち、日本に事業実態を有している事業者

② 補助対象事業
日本とアセアンのサプライチェーン強化につながる事業で、アセア
ン等に拠点を持つ海外子会社或いは孫会社による製造設備の新設及
び増設を行う企業で以下の要件を満たす事業である事

- 海外子会社：日本側出資比率10%以上
- 海外孫会社：日本側出資比率50%超の海外子会社の海外子会
社の出資比率50%超

③ 補助申請額
設備導入補助型(一般枠) 1億円～50億円
設備導入補助型(特別枠) 100万円～50億円

（２）第1次公募における特別枠事業

第1公募の対象であった設備導入補助における特別枠は、下記に該
当する事業とされました。

① 需給ひっ迫性のあるもの
② 国民が健康な生活を営む上で重要なもの

経済産業省主導による海外サプライチェーン多元化等支援事業の概要
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（３）フォローアップ事項

当該支援事業終了から3年間継続してサプライチェーン強化への貢献実績を確認
(総生産数量及び生産拠点国、ASEAN、日本等への流通量等)
※事業計画と同事業終了後の結果に関して、合理的な理由を欠く場合、交付された補
助金の返還を求められる可能性がある旨、記載されており留意が必要。

（４）本事業における補助金拠出並びに申請スキーム

海
外
子
会
社
等

日本貿易振興機構
(JETRO)

補助申請者
（事業者）

公募 採択

第三者委員会
（非公開）

審査

経
済
産
業
省

AMEICC事務局
（日ASEAN経済産業協力委員会）

拠出

業務委託

承認

（採択通知含む）

各種申請

契約

支払

フォローアップ

支払

フォロー
アップ

注目ニュース
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順番 企業名 製造製品、部品

1 株式会社秋葉ダイカスト工業所 パワーモジュール部品

2 株式会社井上鉄工所 医薬製造機器

3 エイブル山内株式会社 医療用防護服・ガウン

4 ショーワグローブ株式会社 長袖ガウン・医療用マスク

5 信越化学工業株式会社 レアアースマグネット

6 テクノグローバル株式会社 医療用フェイスシールド

7 日機装株式会社 透析用血液回路

8 株式会社橋本クロス
不織布マスク・医療用アルコールウェットティッシュ・医療

用ヘアキャップ

9 株式会社フジキン 半導体製造装置部品（超精密バルブ機器用パーツ）

10 プラス株式会社 医療用サージカルマスク

11 プロニクス株式会社 エアコン部品（モーター）

12 HOYA株式会社 ハードディスクドライブ用部品（記憶媒体向けガラス基板）

13 株式会社マツオカコーポレーション 感染対策防護服・ガウン

14 株式会社メイコー スマートフォン向け部品（電子回路基板）

15 株式会社ヨコオ 自動車部品（車載アンテナ）

（５）第1回公募(設備導入補助型)におけるベトナム向け採択企業

出典：海外サプライチェーン多元化等支援事業概要説明資料(令和2年5月公募)

経済産業省 貿易経済協力局 貿易振興課

(独)日本貿易振興機構

注目ニュース
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